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(57)【要約】
【課題】被検体内の部位のサイズや形態の経時的な変化
を直感的に把握することを可能にする。
【解決手段】超音波診断装置１は、被検体内の形態を反
映するデータを検出し、この検出されたデータを基に医
用画像の画像データを生成する医用画像診断装置である
。超音波診断装置１は、複数の異なる日時において被検
体内の同じ部位についての撮影を行うことにより複数の
医用画像を取得する。これら複数の医用画像には、その
取得日時を含む検査情報が付帯されている。また、これ
ら複数の医用画像には、被検体内の当該部位を表す関心
領域が指定されている。関心領域は、特に当該部位のサ
イズの計測を行うために指定される。制御部９は、関心
領域がそれぞれ指定された複数の医用画像の表示スケー
ルを一致させるとともに、表示スケールが一致された複
数の医用画像を検査情報に基づき時系列に沿って並べて
表示部８１に表示させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体内の形態を反映するデータを検出し、該検出されたデータに基づいて医用画像の
画像データを生成する画像データ生成手段と、
　複数の異なる日時のそれぞれにおいて前記検出されたデータを基に前記生成された画像
データに基づく複数の医用画像を表示する表示手段と、
　該表示された前記複数の医用画像のそれぞれに、前記被検体内の部位を表す関心領域を
指定する指定手段と、
　該指定された関心領域をそれぞれ含む前記複数の医用画像の表示スケールを一致させ、
該表示スケールが一致された前記複数の医用画像を時系列に沿って並べて前記表示手段に
表示させる制御手段と、
　を備えることを特徴とする医用画像診断装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記複数の医用画像の表示方向を一致させる表示方向調整手段を含み
、前記表示方向が一致された前記複数の医用画像を前記表示手段に表示させる、
　ことを特徴とする請求項１に記載の医用画像診断装置。
【請求項３】
　前記複数の医用画像のそれぞれにおける前記関心領域のサイズを計測する計測手段を更
に備え、
　前記表示方向調整手段は、前記計測手段による前記サイズの計測位置に基づいて前記複
数の医用画像の表示方向を一致させる、
　ことを特徴とする請求項２に記載の医用画像診断装置。
【請求項４】
　前記表示方向調整手段は、前記関心領域の形状に基づいて前記複数の医用画像の表示方
向を一致させる、
　ことを特徴とする請求項２に記載の医用画像診断装置。
【請求項５】
　前記複数の医用画像のそれぞれにおける前記関心領域のサイズを計測する計測手段と、
　前記関心領域のサイズの標準値をあらかじめ記憶した記憶手段と、
　を更に備え、
　前記制御手段は、前記記憶された前記関心領域のサイズの標準値を表す標準サイズ画像
を前記複数の医用画像とともに前記表示手段に表示させる、
　ことを特徴とする請求項１に記載の医用画像診断装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記標準サイズ画像として、前記関心領域のサイズの前記時系列に沿
った変化を表すグラフ情報を表示させる、
　ことを特徴とする請求項５に記載の医用画像診断装置。
【請求項７】
　前記記憶手段に記憶された前記標準値は、臨床データに基づいて算出された前記関心領
域のサイズの平均値を含み、
　前記制御手段は、前記グラフ情報として、前記サイズの平均値を表す平均値グラフを少
なくとも表示させる、
　ことを特徴とする請求項５に記載の医用画像診断装置。
【請求項８】
　前記記憶手段に記憶された前記標準値は、臨床データに基づいて算出された前記関心領
域のサイズの許容範囲を含み、
　前記制御手段は、前記グラフ情報として、前記サイズの許容範囲を表す許容範囲グラフ
を少なくとも表示させる、
　ことを特徴とする請求項６に記載の医用画像診断装置。
【請求項９】
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　前記複数の医用画像のそれぞれにおける前記関心領域のサイズを計測する計測手段を更
に備え、
　前記制御手段は、前記複数の医用画像のそれぞれについて前記計測されたサイズを呈示
する計測値呈示画像を前記複数の医用画像とともに時系列に沿って並べて前記表示手段に
表示させる、
　ことを特徴とする請求項１に記載の医用画像診断装置。
【請求項１０】
　前記関心領域のサイズの標準値をあらかじめ記憶した記憶手段を更に備え、
　前記制御手段は、前記記憶された前記関心領域のサイズの標準値を表す標準サイズ画像
を前記複数の医用画像及び前記複数の計測値呈示画像とともに前記表示手段に表示させる
、
　ことを特徴とする請求項９に記載の医用画像診断装置。
【請求項１１】
　前記制御手段は、前記複数の医用画像のそれぞれから前記関心領域に相当する部分画像
を抽出する抽出手段を含み、該抽出された複数の前記部分画像を時系列に沿って並べて前
記表示手段に表示させる、
　ことを特徴とする請求項１に記載の医用画像診断装置。
【請求項１２】
　母体内の胎児の形態を反映するデータを検出し、該検出されたデータに基づいて前記胎
児の所定部位を含む医用画像の画像データを生成する画像データ生成手段と、
　表示手段と、
　複数の異なる胎児週数のそれぞれにおいて前記検出されたデータに基づいて前記生成さ
れた画像データに基づく前記医用画像の表示スケールを一致させ、該表示スケールが一致
された前記複数の医用画像を時系列に沿って並べて前記表示手段に表示させる制御手段と
、
　を備えることを特徴とする医用画像診断装置。
【請求項１３】
　複数の異なる日時のそれぞれにおいて取得され、被検体内の部位を表す関心領域がそれ
ぞれ指定された医用画像の画像データを記憶する記憶手段と、
　表示手段と、
　前記指定された関心領域をそれぞれ含む前記複数の医用画像の表示スケールを一致させ
、該表示スケールが一致された前記複数の医用画像を時系列に沿って並べて前記表示手段
に表示させる制御手段と、
　を備えることを特徴とする医用画像表示装置。
【請求項１４】
　複数の異なる日時のそれぞれにおいて取得され、被検体内の部位を表す関心領域がそれ
ぞれ指定された医用画像の画像データを記憶する記憶手段と、
　表示手段と、
　を備えるコンピュータを、
　前記指定された関心領域をそれぞれ含む前記複数の医用画像の表示スケールを一致させ
、該表示スケールが一致された前記複数の医用画像を時系列に沿って並べて前記表示手段
に表示させる制御手段として機能させる、
　ことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、医用画像診断装置、医用画像表示装置及びプログラムに関し、特に、被検
体内の部位のサイズの経時的な変化を観察するための技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　医用画像に基づいて被検体内の部位のサイズを計測する技術が従来から広く利用されて
いる。その計測対象部位としては、胎児、腫瘍、心臓などがある（たとえば特許文献１、
２、３参照）。また、その計測内容（サイズ）としては、距離（長さ）、所定領域の面積
・体積などがある（たとえば特許文献４参照）。
【０００３】
　医用画像に基づく体内部位の計測は、胎児の発育状態や腫瘍の成長状態など、体内部位
のサイズの経時的な変化（トレンド）を観察するために用いられている。
【０００４】
　たとえば胎児の発育状態の観察においては、通常、非侵襲性を有する超音波診断装置を
用いて胎児の画像を取得し、その表示画像における特定部位（たとえば児頭大横径；ＢＰ
Ｄ（ｂｉｐａｒｉｅｔａｌ　ｄｉａｍｅｔｅｒ））を計測する。検者は、この計測値と標
準値とを比較することにより、その胎児の発育状態を把握していた。
【０００５】
　なお、胎児の発育状態の基準となる標準値は、多数の臨床データから統計的に求められ
、一般に、胎児の画像が表示される画面上に数値（平均値、標準偏差、許容範囲等）とし
て表示されるようになっている。
【０００６】
　更に、たとえば特許文献５に記載されているように、胎児の週数に対応する特定部位の
標準的なサイズをグラフ化するとともに、実際の計測結果を発育曲線に重ね合わせて表示
することにより、この胎児の発育状態が標準に対してどの程度かを判定したり、正常範囲
に含まれているかを判定したりすることも行われている。なお、このようなグラフは発育
曲線或いはトレンドグラフなどと呼ばれる。
【０００７】
　図１２は、従来のトレンドグラフの表示態様を表している。図１２に示す表示画面１０
００には、トレンドグラフを構成する３つのグラフＴａｂ、Ｔｍａｘ、Ｔｍｉｎが表示さ
れている。各グラフＴａｂ、Ｔｍａｘ、Ｔｍｉｎは、胎児の週数を横軸に取り、ＢＰＤの
値を縦軸に取ったもので、各週数に対応するＢＰＤの標準的な値を表している。
【０００８】
　グラフＴａｂは、各週数におけるＢＰＤの平均値を表すグラフである。グラフＴｍａｘ
、Ｔｍｉｎは、各週数においてＢＰＤの値がサンプル全体の５％から９５％に含まれる範
囲を表している。
【０００９】
　すなわち、グラフＴｍａｘよりもＢＰＤの値が大きい場合、当該胎児はサンプルの上位
５％に属することを意味し、当該胎児のＢＰＤのサイズが統計的に非常に大きいことを示
している。逆に、グラフＴｍｉｎよりもＢＰＤの値が小さい場合、当該胎児はサンプルの
下位５％に属することを意味し、当該胎児のＢＰＤのサイズが統計的に非常に小さいこと
を示している。このように、グラフＴｍａｘ、Ｔｍｉｎにより定義される範囲は、統計的
に正常なＢＰＤの範囲を表している。
【００１０】
　マークＣｕｒｒは、当該胎児に対する今回の（つまり最新の）ＰＢＤの計測結果を表し
ている（３４週目におけるＢＰＤの計測値）。また、マークＰｒｅｖは、当該胎児に対す
る前回のＢＰＤの計測結果を表している（３２週目におけるＢＰＤの計測値）。
【００１１】
【特許文献１】特開２００６－２３１０３５号公報
【特許文献２】特開２００５－１１８５１０号公報
【特許文献３】特開２００６－２２３５５８号公報
【特許文献４】特開２００６－１８７４８４号公報
【特許文献５】特開平９－２５１３６４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１２】
　被検体内の部位のサイズの経時的な変化を好適に観察する際には、計測対象部位のサイ
ズの経時的な変化を直感的に把握できると便利であり、診断精度の向上も期待される。ま
た、計測対象部位のサイズの経時的変化を直感的に把握することは、計測作業の効率を向
上させるためにも有効である。
【００１３】
　しかしながら、従来のように標準値を数値で表示する構成によれば、検者は、標準値に
対する計測値の大小や標準値からの差の程度などを、表示された計測値の数値と標準値の
数値とを比較して判断しなければならないため、計測対象部位のサイズの経時的な変化を
直感的に把握することは困難である。
【００１４】
　また、トレンドグラフを表示する場合については、過去の計測結果をトレンドグラフ上
に表示させることにより、計測対象部位のサイズの経時的変化を把握することは可能であ
るが、計測対象部位の実際のサイズがどの程度変化しているかを直感的に把握することは
困難である。
【００１５】
　更に、トレンドグラフを表示する場合においては、標準値に対する大小の判断やサイズ
の経時的変化の判断を行うことは可能であるが、計測対象部位の形態やその経時的変化を
把握することは困難である。また、各検査日における計測対象部位の画像を順次に表示さ
せて、その形態の変化を逐次に観察することはできるが、このような観察手順では診断に
長時間を要するとともに、異なる検査日の計測対象部位の画像を比較しにくく経過診断に
用い難いといった問題がある。
【００１６】
　この発明は、以上のような問題点を解決するためになされたものであり、被検体内の部
位のサイズや形態の経時的な変化を直感的に把握することが可能な医用画像診断装置、医
用画像表示装置及びプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、被検体内の形態を反映するデー
タを検出し、該検出されたデータに基づいて医用画像の画像データを生成する画像データ
生成手段と、複数の異なる日時のそれぞれにおいて前記検出されたデータを基に前記生成
された画像データに基づく複数の医用画像を表示する表示手段と、該表示された前記複数
の医用画像のそれぞれに、前記被検体内の部位を表す関心領域を指定する指定手段と、該
指定された関心領域をそれぞれ含む前記複数の医用画像の表示スケールを一致させ、該表
示スケールが一致された前記複数の医用画像を時系列に沿って並べて前記表示手段に表示
させる制御手段と、を備えることを特徴とする医用画像診断装置である。
【００１８】
　また、請求項１３に記載の発明は、複数の異なる日時のそれぞれにおいて取得され、被
検体内の部位を表す関心領域がそれぞれ指定された医用画像の画像データを記憶する記憶
手段と、表示手段と、前記指定された関心領域をそれぞれ含む前記複数の医用画像の表示
スケールを一致させ、該表示スケールが一致された前記複数の医用画像を時系列に沿って
並べて前記表示手段に表示させる制御手段と、を備えることを特徴とする医用画像表示装
置である。
【００１９】
　また、請求項１４に記載の発明は、複数の異なる日時のそれぞれにおいて取得され、被
検体内の部位を表す関心領域がそれぞれ指定された医用画像の画像データを記憶する記憶
手段と、表示手段と、を備えるコンピュータを、前記指定された関心領域をそれぞれ含む
前記複数の医用画像の表示スケールを一致させ、該表示スケールが一致された前記複数の
医用画像を時系列に沿って並べて前記表示手段に表示させる制御手段として機能させる、
ことを特徴とするプログラムである。
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【発明の効果】
【００２０】
　この発明によれば、複数の異なる日時のそれぞれにおいて取得され、被検体内の部位を
表す関心領域がそれぞれ指定された複数の医用画像の表示スケールを一致させるとともに
、表示スケールが一致された複数の医用画像を時系列に沿って並べて表示させることがで
きる。したがって、検者は、表示スケールが一致され、かつ、時系列に並べて表示される
複数の医用画像を観察することができるので、被検体内の部位のサイズや形態の経時的な
変化を直感的に把握することが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　この発明に係る医用画像診断装置、医用画像表示装置及びプログラムの好適な実施の形
態の一例について、図面を参照しながら詳細に説明する。
【００２２】
［装置構成］
　まず、この発明に係る医用画像診断装置の構成について図１～図３を参照しつつ説明す
る。ここで、図１は、この発明に係る医用画像診断装置（超音波診断装置）の全体構成の
一例を表している。図２は、この発明に係る医用画像診断装置の制御系の構成の一例を表
している。なお、図２においては、制御系の説明に必要な構成部分が特に記載されており
、それ以外の構成部分は省略されている。図３は、この発明に係る医用画像診断装置の超
音波プローブによる超音波スキャンの態様を表している。
【００２３】
　超音波診断装置は、一般に、被検体内の形態や機能を反映するデータ（エコー信号）を
検出し、この検出データに基づいて医用画像の画像データを形成して表示する装置である
。この実施形態では、被検体内の形態として、母体内の胎児の形態を表す画像を取得する
場合について説明する。
【００２４】
　なお、この実施形態では超音波診断装置について詳細に説明するが、この発明に係る医
用画像診断装置は、被検体内の形態を反映するデータを検出し、この検出されたデータに
基づいて医用画像の画像データを生成する機能を有する任意の装置であってもよい。具体
的には、Ｘ線診断装置、Ｘ線ＣＴ装置、磁気共鳴イメージング（ＭＲＩ）装置、核医学診
断装置（ＰＥＴ、ＳＰＥＣＴ等）などの医用画像診断装置に対して、この発明に係る構成
を適用することが可能である。
【００２５】
　この実施形態に係る超音波診断装置１は、図１に示すように、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａ
ｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）等の通信回線Ｎを介して医用画像データベース１００に接続さ
れている。なお、医用画像データベースは、超音波診断装置１の内部に設けることも可能
である。
【００２６】
　医用画像データベース１００は、超音波診断装置１を含む医用画像診断装置により取得
された医用画像の画像データを保管し管理するデータベースである。医用画像データベー
ス１００には、複数の医用画像（の画像データ）Ｇ１～ＧＮが保管されている。
【００２７】
　各医用画像Ｇｉ（ｉ＝１～Ｎ）には、その医用画像を取得した検査に関する検査情報が
付帯されている（図示は省略する）。医用画像Ｇｉに対する検査情報の付帯態様としては
、たとえばＤＩＣＯＭ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｍａｇｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａ
ｔｉｏｎｓ　ｉｎ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ）規格による手法や、通常のファイルの関連付けの
手法などの任意の手法を適用することができる。
【００２８】
　検査情報には、患者識別情報、計測結果情報、胎児年齢情報、検査日時情報、検査条件
情報などの情報が含まれている。患者識別情報は、患者の氏名や当該医療機関における患
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者ＩＤなどの患者を識別するための情報を含んでいる。計測結果情報は、その医用画像に
基づいて実施された計測の内容やその計測結果を含んでいる。
【００２９】
　胎児年齢情報は、ＬＭＰ（Ｌａｓｔ　Ｍｅｎｓｔｒｕａｌ　Ｐｅｒｉｏｄ；最終月経開
始日）に基づく胎児の推定週数や、妊娠期間（ｇｅｓｔａｔｉｏｎａｌ　ａｇｅ、ｇｅｓ
ｔａｔｉｏｎａｌ　ｐｅｒｉｏｄ；在胎期間）など、胎児の年齢を表す情報を含んでいる
。なお、胎児の年齢は週数によって表されるのが一般的であるので、胎児年齢情報に含ま
れる情報を「胎児週数」と呼ぶことがある。
【００３０】
　検査日時情報は、その医用画像を取得した検査を実施した日時を表す情報を含んでいる
。なお、「日時」とは、年、月、日、時、分、秒のうちの少なくとも１つ以上の情報を適
宜に含んでいるものとする。
【００３１】
　検査条件情報は、その医用画像を取得した検査における各種の条件に関する情報を含ん
でいる。検査条件情報には、その医用画像の撮影対象（関心領域）の名称や、その医用画
像を取得したときの倍率や、超音波スキャンのスキャン方式などの情報が含まれている。
【００３２】
　医用画像データベース１００としては、たとえばＰＡＣＳ（Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ａｒｃｈ
ｉｖｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）における医用画像デ
ータベースを用いることができる。また、比較的小規模な産科医院などにおいては、大容
量のハードディスクドライブ等の記憶装置を有する汎用のコンピュータなどを医用画像デ
ータベース１００として用いることができる。
【００３３】
　超音波診断装置１は、超音波プローブ２、送受信部３、信号処理部４、画像処理部５、
演算処理部６、記憶部７、ユーザインターフェイス８及び制御部９を含んで構成される。
以下、超音波診断装置１を構成する各部の一具体例を説明する。
【００３４】
［記憶部］
　まず、記憶部７について説明する。記憶部７は、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ
　Ｍｅｍｏｒｙ）やＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）やハードディスクドラ
イブなどの任意の記憶装置によって構成される。
【００３５】
〔プログラム〕
　記憶部７には、この発明に特徴的な動作を超音波診断装置１に実行させるためのプログ
ラム７１があらかじめ記憶されている。プログラム７１は、この発明の「プログラム」の
一例に相当するものである。
【００３６】
〔標準値情報〕
　また、記憶部７には、標準値情報７２があらかじめ記憶されている。標準値情報７２は
、関心領域に相当する体内部位のサイズの標準値を表す情報である。この実施形態におけ
る標準値情報７２は、胎児の関心領域の標準的なサイズを表す情報である。標準値情報７
２は、たとえば当該医療機関において蓄積された臨床データに基づいてあらかじめ算出す
ることができる。
【００３７】
　このサイズとしては、たとえば、ＢＰＤ（児頭大横径）、ＡＣ（ａｂｄｏｍｉｎａｌ　
ｃｉｒｃｕｍｆｅｒｅｎｃｅ；体幹周囲長）、ＡＰＴＤ（ａｎｔｅｒｏ－ｐｏｓｔｅｒｏ
　ｔｒｕｎｋ　ｄｉａｍｅｔｅｒ；体幹前後径）、ＨＣ（ｈｅａｄ　ｃｉｒｃｕｍｆｅｒ
ｅｎｃｅ；児頭周囲長）、ＣＲＬ（ｃｒｏｗｎｒｕｍｐ　ｌｅｎｇｔｈ；頭殿長）、ＴＴ
Ｄ（ｔｒａｎｓｖｅｒｓｅ　ｔｒｕｎｋ　ｄｉａｍｅｔｅｒ；体幹横径）、ＥＦＷ（ｅｓ
ｔｉｍａｔｅｄ　ｆｅｔａｌ　ｗｅｉｇｈｔ；推定児体重）などがある。
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【００３８】
　また、これらの他にも、胎児の所定部位（頭部や胸部や腹部等）の体積や質量、所定の
断面位置における断面積などの任意のサイズに関する標準値情報７２を使用することがで
きる。
【００３９】
　また、標準値情報７２は、胎児の標準的なサイズの経時的変化を示す情報（経時的変化
情報）を含んでいる。この経時的変化情報は、たとえば、胎児の週数に応じたＢＰＤの変
化を示す情報（すなわち、各週数毎のＢＰＤの標準的な値を記載したリスト情報や、週数
を横軸に取り、ＢＰＤの標準的な値を縦軸に取ったグラフ情報等）を含んで構成されるも
のである。
【００４０】
　なお、経時的変化情報における時間の単位は、「週」に限定されるものではなく、上記
の検査日時情報における時間の単位に換算可能な任意の時間間隔であってよい。なお、こ
の実施形態にて使用される時間の単位は、一般に、観察対象となる体内部位のサイズの変
化の速さに応じて決定される。たとえば、胎児の発育状態を観察する場合には前述のよう
に週数を時間の単位として用いることができるし、また、心臓の動きを観察する場合には
心臓の運動の様々なフェーズ（心電図等により得られる）を把握できるように短い時間の
単位（秒など）を用いることになる。
【００４１】
　また、標準値情報７２には、ＢＰＤ等の複数の臨床データ（サンプル）に基づく平均値
や許容範囲などの情報が含まれている。平均値は、複数の臨床データの平均を算出するこ
とにより求めることができる。また、許容範囲は、複数の臨床データから統計的に得られ
る平均値と標準偏差とに基づく所定の信頼区間（９５％信頼区間や９９％信頼区間等）と
して求めることができる。また、許容範囲は、複数の臨床データから特異値を除いた範囲
とすることができる（たとえばサンプル全体の上位５％と下位５％とを除いた範囲など）
。なお、経時的変化情報については、各胎児週数について、平均値や許容範囲を求めるこ
とになる。
【００４２】
　標準値情報７２に含まれるこれらの情報をまとめて「標準値」と称することがある。標
準値情報７２をあらかじめ記憶した記憶部７は、この発明の「記憶手段」の一例として機
能するものである。
【００４３】
〔画像フォルダ〕
　また、記憶部７には、画像フォルダ７３が設けられている。画像フォルダ７３は、医用
画像が格納されるフォルダである。この画像フォルダ７３に格納される医用画像は、超音
波診断装置１によって取得された医用画像であってもよいし、医用画像データベース１０
０から取得された医用画像であってもよい。画像フォルダ７３に格納される医用画像には
、医用画像データベース１００と同様に検査情報が付帯される。
【００４４】
［ユーザインターフェイス］
　ユーザインターフェイス８には、表示部８１と操作部８２が設けられている。表示部８
１は、この発明の「表示手段」の一例として機能するものであり、たとえばＬＣＤ（Ｌｉ
ｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）やＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕ
ｂｅ）ディスプレイ等の任意の表示デバイスによって構成される。表示部８１には、超音
波診断装置１により取得された超音波画像（医用画像）等の画像や、その画像に関する検
査情報等の情報や、操作画面等の各種表示画面などが表示される。
【００４５】
　操作部８２は、超音波診断装置１のコントロールパネル上の各種スイッチやトラックボ
ール、マウス、ジョイスティック、キーボード等の任意の操作デバイスや入力デバイスに
よって構成される。
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【００４６】
　操作部８２は、表示部８１に表示された超音波画像（医用画像）における計測位置を指
定するために用いられる。計測位置とは、超音波画像中の関心領域（ＲＯＩ；Ｒｅｇｉｏ
ｎ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ）についてサイズを計測する位置を意味する。このように、
操作部８２は、被検体内の部位を表す関心領域を指定するための操作に供されるものであ
り、この発明の「指定手段」の一例として機能する。なお、操作部８２による計測位置の
具体的な指定方法については後述する。
【００４７】
　この実施形態では、表示部８１と操作部８２とをそれぞれ別々に構成しているが、たと
えばタッチパネル方式のＬＣＤやペンタブレットのように、これらを一体的に構成するこ
とも可能である。
【００４８】
［超音波プローブ］
　超音波プローブ２は、１次元的に配列された複数の超音波振動子を有している（図示は
省略する。）。この複数の超音波振動子は、後述の送受信部３によって個別に駆動されて
超音波を発信し、その反射波を受信する。
【００４９】
　超音波プローブ２は、図３に示すように、超音波振動子の配列面から出力させる超音波
ビームを走査方向（超音波振動子の配列方向）にスキャンすることにより、放射状（扇形
形状）のスキャン面Ｐを形成する。
【００５０】
　超音波プローブ２は、この走査方向に直交する方向にスキャン面Ｐを移動させる機構を
備えていてもよい。このような機構を備えることにより、超音波ビームを２次元的に走査
することが可能になる。このような超音波スキャンにより、走査方向に直交する方向に配
列された複数のスキャン面におけるスタックデータを取得することができる。なお、この
ような機構を備えていない場合には、検者が手作業でスキャン面Ｐの位置を移動させてス
タックデータを取得することができる。
【００５１】
　なお、超音波プローブ２は、２次元的に（たとえばマトリックス状（格子状）に複数の
超音波振動子が配列された２次元アレイ超音波プローブであってもよい。
【００５２】
［送受信部］
　送受信部３は、超音波プローブ２に電気信号を供給して超音波を発生させる送信部と、
この超音波の反射波を受信した超音波プローブ２から出力されるエコー信号を受信する受
信部とを有する（図示は省略する。）。
【００５３】
　送受信部３内の送信部は、図示しないクロック発生回路、送信遅延回路、及びパルサ回
路などを含んで構成される。クロック発生回路は、超音波の送信タイミングや送信周波数
を決めるクロック信号を発生する回路である。送信遅延回路は、超音波の送信時に遅延を
掛けて送信フォーカスを実施する回路である。パルサ回路は、各超音波振動子に対応した
個別経路（チャンネル）に相当する個数のパルサを内蔵し、遅延が掛けられる送信タイミ
ングで駆動パルスを発生して、超音波プローブ２の各超音波振動子に供給するように動作
する。
【００５４】
　また、送受信部３内の受信部は、図示しないプリアンプ回路、Ａ／Ｄ変換回路、及び受
信遅延・加算回路を含んで構成される。プリアンプ回路は、超音波プローブ２の各超音波
振動子から出力されるエコー信号を受信チャンネルごとに増幅する。Ａ／Ｄ変換回路は、
増幅されたエコー信号をＡ（アナログ）／Ｄ（デジタル）変換する。受信遅延・加算回路
は、Ａ／Ｄ変換後のエコー信号に対して受信指向性を決定するのに必要な遅延時間を与え
、加算する。この加算処理により、受信指向性に応じた方向からの反射成分が強調される
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。なお、加算処理された信号を「ＲＦデータ（若しくは生データ）」などと称することが
ある。送受信部３は、取得されたＲＦデータを信号処理部４に入力する。
【００５５】
［信号処理部］
　信号処理部４は、送受信部３から入力されたＲＦデータに基づいて、エコー信号の振幅
情報を映像化するための信号処理を行う。信号処理部４により生成されたデータは、制御
部９に送られてユーザインターフェイス８の表示部８１にて表示されるか、若しくは、画
像処理部５に入力される。この信号処理部４は、主として、Ｂモード処理部４１、ドプラ
処理部４２及びＣＦＭ処理部４３を含んで構成される。
【００５６】
〔Ｂモード処理部〕
　Ｂ（Ｂｒｉｇｈｔｎｅｓｓ）モード処理部４１は、ＲＦデータに基づいてＢモード超音
波ラスタデータを生成する。より具体的に説明すると、Ｂモード処理部４１は、ＲＦデー
タに対してバンドパスフィルタ処理を行うとともに、その出力信号の包絡線を検出し、こ
の検出されたデータに対して対数変換による圧縮処理を施す。これにより、信号強度が輝
度の明るさで表現されたスキャン面Ｐにおける断層画像（Ｂモード画像）の画像データが
生成される。
【００５７】
〔ドプラ処理部〕
　ドプラ（Ｄｏｐｐｌｅｒ）処理部４２は、たとえばパルスドプラ法（ＰＷドプラ法）や
連続波ドプラ法（ＣＷドプラ法）により生体組織における血流情報を生成する。
【００５８】
　パルスドプラ法では、パルス波を用いることにより、或る特定の深度（超音波プローブ
２からの距離）における血流によるドプラ効果に起因する超音波の周波数の変位（ドプラ
変位周波数成分）を検出することができる。このように、パルスドプラ法は、良好な距離
分解能を有するため、特定部位の組織や血流の深度計測などに好適に用いられる。このパ
ルスドプラ法を適用する場合、ドプラ処理部４２は、送受信部３から入力されるＲＦデー
タについて、所定の大きさを有する血流観測領域における信号を位相検波することにより
ドプラ変位周波数成分を抽出し、更にＦＦＴ（Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆ
ｏｒｍ）処理を施して、血流観察領域内における血流速度を表すドプラ周波数分布を示す
データを生成する。
【００５９】
　また、連続波ドプラ法においては、パルスドプラ法と異なり連続波を用いることにより
、超音波の送受信方向（図３に示す扇形形状のスキャン面Ｐにおける径方向）の全ての部
位におけるドプラ変位周波数成分が重畳された信号、すなわち超音波の経路上の血流状態
を全て反映した信号が得られることになるが、計測速度が優れているというメリットがあ
る。この連続波ドプラ法を適用する場合、ドプラ処理部４２は、送受信部３から入力され
るＲＦデータについて、血流観測のサンプルライン上にて受信した信号を位相検波するこ
とによりドプラ変位周波数成分を抽出し、更にＦＦＴ処理を施してサンプルライン上にお
ける血流速度を表すドプラ周波数分布を示すデータを生成する。
【００６０】
〔ＣＦＭ処理部〕
　ＣＦＭ（Ｃｏｌｏｒ　Ｆｌｏｗ　Ｍａｐｐｉｎｇ）処理部４３は、生体組織の血流情報
をモノクロのＢモード画像上にカラーで重ねてリアルタイム表示させるカラーフローマッ
ピング法を実施するときに動作する。表示される血流情報としては、血流の速度、分散、
パワー等がある。この血流情報は、２値化情報として得られる。
【００６１】
　より具体的に説明すると、ＣＦＭ処理部４３は、位相検波回路、ＭＴＩ（Ｍｏｖｉｎｇ
　Ｔａｒｇｅｔ　Ｉｎｄｅｃａｔｉｏｎ）フィルタ、自己相関器、流速・分散演算器など
を含んで構成される。ＣＦＭ処理部４３は、生体組織の形態が反映された形態信号と、血
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流が反映された血流信号とをハイパスフィルタ処理（ＭＴＩフィルタ処理）で分離し、自
己相関処理により血流の速度、分散、パワー等の血流情報を複数の位置について求める。
また、形態信号を低減するための非線形処理などを実施することもある。
【００６２】
［画像処理部］
　画像処理部５は、信号処理部４により生成されたデータに基づく各種の画像処理を行う
。たとえば、画像処理部５は、ＤＳＣ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｃａｎ　Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ
）を有し、信号処理部４により生成された超音波走査に同期したデータを、表示用のデー
タ（テレビ走査方式のデータ）に変換する処理、すなわちスキャンコンバージョン処理を
実行する。
【００６３】
　また、画像処理部５には、以下に説明するボリュームデータ生成部５１とＭＰＲ処理部
５２が設けられている。
【００６４】
〔ボリュームデータ生成部〕
　ボリュームデータ生成部５１は、複数のスキャン面について超音波ビームの走査が行わ
れたときに信号処理部４のＢモード処理部４１により生成される各スキャン面の画像デー
タ（スタックデータ）に補間処理を施して、ボリュームデータ（ボクセルデータ）を生成
する。ボリュームデータ生成部５１は、たとえばＤＳＣやマイクロプロセッサ等を含んで
構成される。
【００６５】
　なお、ボリュームデータに基づく擬似的な３次元画像を表示させる場合、画像処理部５
は、このボリュームデータに対してボリュームレンダリング処理やＭＩＰ（Ｍａｘｍｕｍ
　Ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ　Ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ）処理などを施して表示用の画像データを
生成する。制御部９は、この表示用の画像データを表示部８１に送信して擬似的な３次元
画像を表示させる。
【００６６】
〔ＭＰＲ処理部〕
　ＭＰＲ（ＭｕｌｔｉＰｌａｎｎａｒ　Ｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ）処理部５２は、
ボリュームデータ生成部５１によって生成されたボリュームデータに基づいて断面変換処
理を実行することにより、任意の断面における断層画像（ＭＰＲ画像）の画像データを生
成する。ＭＰＲ処理部５２は、たとえばＤＳＣやマイクロプロセッサ等を含んで構成され
る。
【００６７】
　なお、超音波プローブ２、送受信部３、信号処理部４及び画像処理部５は、被検体内の
形態を反映するデータ（エコー信号）を検出し、このデータに基づいて医用画像の画像デ
ータを生成するように作用するものであり、この発明の「画像データ生成手段」の一例に
相当する。
【００６８】
［演算処理部］
　演算処理部６は、Ｂモード画像やＭＰＲ画像などの医用画像の画像データに基づいて、
各種の演算処理を行う。演算処理部６には、特に計測処理部６１が設けられている。
【００６９】
〔計測処理部〕
　計測処理部６１は、表示部８１に表示された医用画像における関心領域のサイズを計測
するもので、この発明の「計測手段」の一例として機能する。検者が操作部８２を操作し
て医用画像中に計測位置を指定すると、計測処理部６１は、指定された計測位置に基づい
て目的のサイズを計測する。また、計測処理部６１は、医用画像を解析して計測対象の関
心領域を自動検出し、その関心領域のサイズを自動計測するように構成されていてもよい
。計測処理部６１によるサイズの計測処理は、たとえば従来と同様にして実行することが
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できる。
【００７０】
［制御部］
　制御部９は、プログラム７１に基づいて超音波診断装置１の各部を制御するもので、Ｃ
ＰＵ（ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｕｎｉｔ）等のマイクロプロセッサを含
んで構成される。制御部９は、以下に説明するように、この発明の「制御手段」の一例と
して機能するものである。
【００７１】
　図２に示すように、制御部９には、主制御部９０、表示スケール調整部９１、表示方向
調整部９２、関心領域抽出部９３、表示制御部９４及びデータ通信部９５が設けられてい
る。以下、これらの各部９０～９５について説明する。
【００７２】
〔主制御部〕
　主制御部９０は、超音波診断装置１の各部の制御を司っている。特に、主制御部９０は
、プログラム７１に基づく後述の使用形態を超音波診断装置１に実施させるために、装置
各部をプログラム７１ａに示す順序で動作させる。
【００７３】
　また、主制御部９０は、記憶部７に記憶された情報の読み出し処理や、記憶部７に対す
る情報の書き込み処理を行う。更に、主制御部９０は、操作部８２からの操作信号に応じ
て超音波診断装置１の各部を動作させる。
【００７４】
〔表示スケール調整部〕
　胎児の発育状態などの経過診断は、複数の異なる日時のそれぞれにおいて取得された同
一の関心領域を含む医用画像を参照して行う。表示スケール調整部９１は、このような経
過診断に用いられる複数の医用画像の表示スケールを一致させるように作用する。
【００７５】
　なお、「表示スケール」とは、表示部８１に表示される医用画像が定義される座標系に
おける座標軸のスケール、つまり当該座標軸における単位距離（たとえば１ｍｍや１ｃｍ
）の長さを意味する。したがって、複数の医用画像の表示スケールが一致されると、これ
ら複数の医用画像は、同じスケールの座標系によりそれぞれ定義されて表示部８１の表示
画面上に表示されることとなる。換言すると、複数の医用画像の表示スケールが一致され
た場合、各医用画像における単位距離（実際の単位距離：１ｍｍ等）が表示画面上におい
て等しくなるように、これら複数の医用画像が表示されることとなる。
【００７６】
　表示スケール調整部９１が実行する処理についてより具体的に説明する。経過診断用の
複数の医用画像が同じ倍率で取得されている場合には、特に表示スケールの調整を行う必
要はない。
【００７７】
　一方、倍率が異なる医用画像が含まれている場合には、表示スケール調整部９１は、全
ての医用画像の倍率が一致するように表示スケールを調整する。たとえば、倍率が１倍の
第１の医用画像と、倍率が１．５倍の第２の医用画像と、倍率が２倍の第３の医用画像と
の表示スケールを一致させる場合、第２の医用画像を２／３倍し、第３の医用画像を１／
２倍する。
【００７８】
〔表示方向調整部〕
　医用画像の向きは、母体内における胎児の向きや超音波プローブ２の当て方などに依存
する。したがって、経過診断のように同一の関心領域を観察する場合、複数の医用画像の
向きが異なっているのが一般的である。
【００７９】
　表示方向調整部９２は、このような複数の医用画像の表示方向を一致させる処理を行う
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ものであり、この発明の「表示方向調整手段」の一例として機能する。以下、表示方向の
調整処理の具体例を説明する。
【００８０】
　表示方向調整処理の第１の具体例について図４、図５を参照しつつ説明する。この第１
の具体例は、関心領域のサイズの計測位置に基づいて医用画像の表示方向を一致させるも
のであり、たとえば関心領域における距離（長さ）を計測する場合に適用可能である。
【００８１】
　ここでは、異なる日時に取得された３つの医用画像の表示方向を合わせる場合を説明す
る。図４には、これら３つの医用画像上に指定された関心領域Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３が記載さ
れている。各関心領域Ｒ１～Ｒ３は、たとえばＢＰＤを計測するときのように楕円形状に
設定されている。
【００８２】
　計測マークＭ１１、Ｍ１２は、関心領域Ｒ１における距離の計測位置を設定するために
指定入力されたマークである。計測マークＭ１１、Ｍ１２は、距離の計測部位である線分
Ｌ１の両端を指定するものである。関心領域Ｒ２に関する計測マークＭ２１、２２及び線
分Ｌ２、更には、関心領域Ｒ３に関する計測マークＭ３１、Ｍ３２及び線分Ｌ３について
も同様である。
【００８３】
　表示方向調整部９２は、計測マークＭ１１、Ｍ１２の位置に基づいて、関心領域Ｒ１に
おける計測位置（線分Ｌ１）を求める。また、表示方向調整部９２は、同様にして関心領
域Ｒ２、Ｒ３における計測位置（線分Ｌ２、Ｌ３）をそれぞれ取得する。ここで、各計測
マークの位置を表す情報は、その医用画像に付帯された検査情報に含まれている。なお、
線分Ｌ１～Ｌ３の位置（計測位置）を表す情報が検査情報に含まれている場合には、計測
マークの位置から計測位置を求める処理を行わずに、この計測位置を表す情報をそのまま
利用することができる。
【００８４】
　次に、表示方向調整部９２は、各関心領域Ｒ１～Ｒ３における計測位置により決定され
る計測方向が同じ方向を向くように、すなわち線分Ｌ１～Ｌ３が同じ方向を向くように、
関心領域Ｒ１～Ｒ３を含む各医用画像の回転角度を求める。このとき、線分Ｌ１～Ｌ３を
向ける方向はあらかじめ設定されているものとする。
【００８５】
　最後に、表示方向調整部９２は、求めた回転角度だけ各医用画像を回転させる。この画
像回転処理は、従来と同様にアフィン変換を用いるなどして行うことができる。図５は、
この具体例により表示方向が一致された３つの医用画像における関心領域Ｒ１～Ｒ３の配
置状態を表している。
【００８６】
　次に、表示方向調整処理の第２の具体例について図６、図７を参照しつつ説明する。こ
の具体例は、関心領域の形状に基づいて医用画像の表示方向を一致させるものであり、た
とえば関心領域の面積や体積や周囲長を計測する場合に適用可能である。この具体例にお
いても、３つの医用画像における楕円形状の関心領域Ｒ１～Ｒ３について説明する。
【００８７】
　表示方向調整部９２は、図６に示す楕円形状の各関心領域Ｒ１～Ｒ３の長軸Ａ１、Ａ２
、Ａ３の方向を特定する。次に、表示方向調整部９２は、各長軸Ａ１～Ａ３が同じ方向を
向くように、関心領域Ｒ１～Ｒ３を含む各医用画像の回転角度を求める。このとき、長軸
Ａ１～Ａ３を向ける方向はあらかじめ設定されているものとする。最後に、表示方向調整
部９２は、求めた回転角度だけ各医用画像を回転させる。図７は、この具体例により表示
方向が一致された３つの医用画像における関心領域Ｒ１～Ｒ３の配置状態を表している。
【００８８】
〔関心領域抽出部〕
　関心領域抽出部９３は、関心領域が指定された医用画像から当該関心領域に相当する部
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分画像を抽出するもので、この発明の「抽出手段」の一例として機能する。
【００８９】
　医用画像に関心領域が指定されている場合には、この関心領域の位置を表す情報が検査
情報に含まれている。関心領域抽出部９３は、この検査情報に含まれる情報に基づいて、
医用画像に設定された関心領域の位置を特定するとともに、この特定位置に相当する部分
画像を医用画像から抽出する。この関心領域抽出処理は、画像処理分野においてトリミン
グ（ｔｒｉｍｍｉｎｇ）と呼ばれる処理に相当する。
【００９０】
〔表示制御部〕
　表示制御部９４は、医用画像等の各種の画像や、検査情報等の各種の情報や、操作画面
等の各種の表示画面を表示部８１に表示させる。
【００９１】
〔データ通信部〕
　データ通信部９５は、超音波診断装置１と通信可能な装置との間でデータの送受信を行
う。特に、データ通信部９５は、医用画像データベース１００から通信回線Ｎを通じて送
信された医用画像（及び検査情報）を受信する。また、データ通信部９５は、通信回線Ｎ
を通じて医用画像データベース１００に医用画像（及び検査情報）を送信する。また、デ
ータ通信部９５は、医用画像データベース１００に対して医用画像等のデータの送信要求
を通信回線Ｎを通じて送信する。データ通信部９５は、ＬＡＮカード等のネットワークア
ダプタを含んで構成される。
【００９２】
［使用形態］
　この実施形態に係る超音波診断装置１の使用形態について説明する。図８に示すフロー
チャートは、同一の関心領域について異なる一時に取得された複数の医用画像を表示させ
るための超音波診断装置１の使用形態の一例を表している。
【００９３】
　図８に示す使用形態を説明する前に、超音波診断装置１による医用画像の取得や計測処
理について簡単に説明する。まず、検者は、従来と同様に、被検体（母体）の腹部に超音
波ゼリーのカップリング媒体を塗布し、超音波プローブ２を当接して胎児の画像（医用画
像）を取得する。
【００９４】
　取得された画像は、表示制御部９４によって表示部８１に表示される。また、主制御部
９０は、取得された画像の画像データを検査情報とともに画像フォルダ７３に格納する。
この検査情報には、患者識別情報、胎児年齢情報、検査日時情報、検査条件情報などが含
まれている。これらの情報は、検者が入力した情報等に基づいて制御部９により自動生成
される。
【００９５】
　検者は、従来と同様に、計測対象に応じた計測ツールを用いて画像中に関心領域を設定
するとともに、計測対象部位の距離や面積や体積等を計測する。主制御部９０は、その計
測内容や計測結果（計測結果情報）を当該画像の検査情報に記録する。
【００９６】
　計測処理が終了すると、主制御部９０は、画像フォルダ７３に格納された画像データと
検査情報を読み出し、データ通信部９５を制御して医用画像データベース１００に送信す
る。医用画像データベース１００は、この画像データと検査情報を保管する。
【００９７】
　胎児の発育状態を観察するための経過診断においては、以上のような画像取得及び計測
処理を所定間隔で行う（たとえば毎週、一週間おき等）。それにより、同一の関心領域に
ついて複数の異なる日時に取得された医用画像及び検査情報が医用画像データベース１０
０に保管されることとなる。以上で画像取得及び計測処理に関する説明を終了し、図８に
示す超音波診断装置１の使用形態の説明に移行する。
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【００９８】
　最初に、経過診断に供する医用画像及び検査情報を医用画像データベース１００から取
得する（Ｓ１）。このステップＳ１について具体的に説明する。まず、検者は、操作部８
２を操作して、被検体（母体）の患者識別情報を入力するとともに、計測内容（たとえば
「ＢＰＤ」等の計測内容の名称）を入力する。主制御部９０は、データ通信部９５を制御
し、入力された患者識別情報と計測内容を医用画像データベース１００に送信する（送信
要求）。
【００９９】
　医用画像データベース１００は、超音波診断装置１からの送信要求を受信し、患者識別
情報及び計測内容に基づいて医用画像及び検査情報を検索して超音波診断装置１に送信す
る。主制御部９０は、データ通信部９５が受信した医用画像及び検査情報を画像フォルダ
７３に格納する。
【０１００】
　医用画像データベース１００から取得された医用画像を符号Ｇ１～ＧＮで表すことにす
る。各医用画像Ｇ１～ＧＮには、その医用画像に基づく計測結果を含む検査情報が付帯さ
れている。すなわち、医用画像Ｇ１～ＧＮは、複数の異なる日時に取得された医用画像及
び検査情報に相当する。
【０１０１】
　次に、検者は、操作部８２を操作し、経過診断に供する情報の表示態様の選択を行う（
Ｓ２）。表示態様の選択肢としては、図１２に示したような従来のトレンドグラフ表示画
面を表示するものや、画像を用いたトレンドグラフ表示画面を表示するものなどがある。
【０１０２】
　前者の表示態様が選択された場合、主制御部９０は、医用画像データベース１００から
取得された複数の日時の検査情報に基づいて従来と同様のトレンドグラフを作成し、表示
制御部９４を制御して表示部８１に表示させる。
【０１０３】
　一方、後者の表示態様は、この発明に係る表示態様である。以下、後者の表示態様が選
択されたものとして説明する。
【０１０４】
　後者の表示態様が選択されると、表示スケール調整部９１は、医用画像Ｇ１～ＧＮの表
示スケールを一致させる（Ｓ３）。
【０１０５】
　次に、表示方向調整部９２は、表示スケールが一致された医用画像Ｇ１～ＧＮの表示方
向を一致させる（Ｓ４）。
【０１０６】
　続いて、関心領域抽出部９３は、表示スケール及び表示方向が一致された医用画像Ｇ１
～ＧＮのそれぞれから関心領域に相当する部分画像を抽出する（Ｓ５）。
【０１０７】
　ここで、ステップＳ３、Ｓ４、Ｓ５は、任意の順序で行うことができる。
【０１０８】
　表示制御部９４は、ステップＳ５で抽出された複数の部分画像を時系列に沿って並べて
表示部８１に表示させる（Ｓ６）。検者は、ステップＳ６で表示された情報を参照して胎
児の発育状態の経過診断を行う。
【０１０９】
　ステップＳ６の処理についてより具体的に説明する。各医用画像Ｇ１～ＧＮに付帯され
た検査情報には検査日時が含まれている。ここで、医用画像Ｇ１、Ｇ２、・・・、ＧＮは
、検査日時の古い順序であるとする。表示制御部９４は、医用画像Ｇ１～ＧＮから抽出さ
れた複数（Ｎ個）の部分画像を検査日時の古い順に並べて表示させる。
【０１１０】
　なお、Ｎ個の部分画像の全てを一度に表示させてもよいし、Ｎ個の部分画像のうちの２
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個以上の部分画像のみを一度に表示させるようにしてもよい。後者の場合であっても、２
個以上の部分画像は時系列に沿って表示される。また、検査日時の新しい順に並べて表示
させることも可能である。
【０１１１】
［表示態様の具体例］
　上記のステップＳ６で表示される情報の具体例を説明する。図９～図１１は、ステップ
Ｓ６で表示される情報の具体例を表している。
【０１１２】
〔第１の表示態様〕
　第１の表示態様では、たとえばＢＰＤのように、医用画像中における直線的な距離を計
測した結果を表示する場合の具体例を説明する。図９に示す表示情報は、胎児のＢＰＤの
値の経時的変化を表すものであり、原点グラフＣと、平均値グラフＣ１、Ｃ２と、許容範
囲グラフＤ１、Ｄ２と、医用画像Ｇ１～Ｇ５とを含んでいる。これらの情報は、横軸が胎
児週数を表し、縦軸がＢＰＤの値を表す平面座標系上に表示される。なお、平均値グラフ
Ｃ１、Ｃ２や許容範囲グラフＤ１、Ｄ２は、この発明の「グラフ情報」の一例に相当して
いる。
【０１１３】
　原点グラフＣは、ＢＰＤの値の原点（縦軸の原点）を表している。平均値グラフＣ１、
Ｃ２は、胎児週数に応じたＢＰＤの値の平均値を表している。各胎児週数におけるＢＰＤ
の平均値は、当該胎児週数に対応する座標系上の位置における、２つの平均値グラフＣ１
、Ｃ２の間隔によって表現されている。平均値グラフＣ１、Ｃ２が表現する平均値は、た
とえば当該医療機関において過去に蓄積された多数のＢＰＤの値のサンプルから算出され
たものである。
【０１１４】
　許容範囲グラフＤ１、Ｄ２は、胎児週数に応じたＢＰＤの値の許容範囲の最大値を表し
ている。各胎児週数におけるＢＰＤの値の許容範囲の最大値は、当該胎児週数に対応する
座標系上の位置における、２つの許容範囲グラフＤ１、Ｄ２の間隔によって表現されてい
る。許容範囲グラフＤ１、Ｄ２が表現する許容範囲は、たとえば、上記の平均値の基とな
ったサンプルより算出される標準偏差に基づき導出された範囲である。また、このサンプ
ルの上位の所定の割合（たとえば５％）を除いた範囲を当該許容範囲として用いることも
可能である。
【０１１５】
　なお、図９では、許容範囲の最大値のみを表示しているが、許容範囲の最小値を表す許
容範囲グラフを表示することも可能である。また、許容範囲の最大値を表す許容範囲グラ
フと最小値を表す許容範囲の双方を表示させることも可能である。
【０１１６】
　医用画像Ｇ１～Ｇ５は、経過診断の対象の胎児について５つの異なる日時に取得された
頭部の断層画像である。特に、各医用画像Ｇ１～Ｇ５は、当該日時におけるＢＰＤの計測
に用いられた断層画像（関心領域に指定された部分画像）である。
【０１１７】
　医用画像Ｇ１～Ｇ５は、表示スケール調整部９１により表示スケールが一致されており
、かつ、表示方向調整部９２により表示方向が一致されている。各医用画像Ｇ１～Ｇ５の
上端及び下端にそれぞれ表示された円形の画像は、一対の計測マークの位置を表している
（図４参照）。
【０１１８】
　医用画像Ｇ１～Ｇ５は、画像の上下方向（つまりＢＰＤの計測方向）の中心位置が原点
グラフＣ上に配置されるように表示されている。ここで、各医用画像Ｇ１～Ｇ５における
計測方向と原点グラフＣとは、互いに直交している。すなわち、各医用画像Ｇ１～Ｇ５に
おける計測方向は、座標系の縦軸（ＢＰＤ）に平行に配置されている。
【０１１９】
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　また、医用画像Ｇ１～Ｇ５の表示スケールと、座標系の縦軸の表示スケールとは一致さ
れている。つまり、各医用画像Ｇ１～Ｇ５上における単位距離（１ｍｍ）と、縦軸上にお
ける単位距離（１ｍｍ）とは、一致している。したがって、各医用画像Ｇ１～Ｇ５上の一
対の計測マークを両端とする線分の長さは、当該医用画像に基づくＢＰＤの値を表すもの
になっている。
【０１２０】
　このような医用画像Ｇ１～Ｇ５とグラフ情報Ｃ１、Ｃ２、Ｄ１、Ｄ２を観察することに
より、検者は、各医用画像Ｇ１～Ｇ５に基づくＢＰＤの値が標準値（平均値、許容範囲）
に対してどの程度の大きさであるかを直感的に把握することができる。また、このような
表示態様によれば、ＢＰＤの値の経時的変化や計測部位の形態やサイズの経時的変化を直
感的に把握することが可能である。
【０１２１】
　図９に示した表示態様は、計測対象がＢＰＤである場合に限定されるものではなく、医
用画像中の直線的な距離を計測対象とする任意の場合に適用することが可能である。具体
的には、ＡＰＴＤ（体幹前後径）、ＣＲＬ（頭殿長）、ＴＴＤ（体幹横径）などが計測対
象であるである場合に、図９の表示態様を適用することが可能である。
【０１２２】
〔第２の表示態様〕
　第２の表示態様では、直線的な距離以外の計測結果を表示する場合の具体例を説明する
。直線的な距離以外の計測対象としては、たとえば、ＡＣ（体幹周囲長）やＨＣ（児頭周
囲長）のような周囲長や、ＥＦＷ（推定児体重）等の質量などがある。また、第２の表示
態様は、胎児の所定断面における面積を計測する場合や、所定部位の体積を計測する場合
などにも適用することが可能である。
【０１２３】
　図１０に示す表示情報は、胎児のＡＣの値の経時的変化を表すものであり、原点グラフ
Ｅと、平均値グラフＥ１、Ｅ２と、許容範囲グラフＦ１、Ｆ２と、医用画像Ｈ１～Ｈ５と
、計測値呈示画像ｈ１～ｈ５とを含んでいる。これらの情報は、横軸が胎児週数を表し、
縦軸がＡＣの値を表す平面座標系上に表示される。なお、平均値グラフＥ１、Ｅ２や許容
範囲グラフＦ１、Ｆ２は、この発明の「グラフ情報」の一例に相当している。
【０１２４】
　原点グラフＥは、ＡＣの値の原点（縦軸の原点）を表している。平均値グラフＥ１、Ｅ
２は、胎児週数に応じたＡＣの値の平均値を表している。各胎児週数におけるＡＣの平均
値は、当該胎児週数に対応する座標系上の位置における、２つの平均値グラフＥ１、Ｅ２
の間隔によって表現されている。平均値グラフＣ１、Ｃ２が表現する平均値の算出方法は
、第１の表示態様の場合と同様である。
【０１２５】
　許容範囲グラフＦ１、Ｆ２は、胎児週数に応じたＡＣの値の許容範囲の最大値を表して
いる。各胎児週数におけるＡＣの値の許容範囲の最大値は、当該胎児週数に対応する座標
系上の位置における、２つの許容範囲グラフＦ１、Ｆ２の間隔によって表現されている。
許容範囲グラフＦ１、Ｆ２が表現する許容範囲の算出方法は、第１の実施形態の場合と同
様である。
【０１２６】
　なお、図１０では、許容範囲の最大値のみを表示しているが、許容範囲の最小値を表す
許容範囲グラフを表示することも可能である。また、許容範囲の最大値を表す許容範囲グ
ラフと最小値を表す許容範囲の双方を表示させることも可能である。
【０１２７】
　医用画像Ｈ１～Ｈ５は、経過診断の対象の胎児について５つの異なる日時に取得された
体幹部の断層画像である。特に、各医用画像Ｈ１～Ｈ５は、当該日時におけるＡＣの計測
に用いられた断層画像（関心領域に指定された部分画像）である。
【０１２８】
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　医用画像Ｈ１～Ｈ５は、表示スケール調整部９１により表示スケールが一致されており
、かつ、表示方向調整部９２により表示方向が一致されている。なお、この第２の表示態
様においては、医用画像Ｈ１～Ｈ５の表示スケールと、座標系の縦軸の表示スケールとを
一致させる必要はない。
【０１２９】
　医用画像Ｈ１～Ｈ５は、画像の上下方向（楕円形状の関心部位の長軸方向）の中心位置
が原点グラフＥ上に配置されるように表示されている。ここで、各医用画像Ｈ１～Ｈ５の
上下方向と原点グラフＥとは、互いに直交している。
【０１３０】
　計測値呈示画像ｈ１～ｈ５は、当該医用画像Ｈ１～Ｈ５に基づくＡＣの計測値の大きさ
を画像として呈示するものである。各計測値呈示画像ｈ１～ｈ５は、座標系の縦軸（ＡＣ
）の表示スケールに応じた長さの両側矢印形状の画像である。各計測値呈示画像ｈ１～ｈ
５は、画像の中心位置が原点グラフＥ上に配置されるように表示される。また、各計測値
呈示画像ｈ１～ｈ５は、縦軸に平行に表示される。それにより、各医用画像Ｈ１～Ｈ５に
基づくＡＣの計測値は、当該計測値呈示画像ｈ１～ｈ５の長さによって表現されることに
なる。このように、計測値呈示画像ｈ１～ｈ５は、非直線的な距離の計測値や、距離以外
の計測値を直線的に表現するものであり、その計測値の値の大小を画像の長さで表現する
ものである。
【０１３１】
　このような計測値呈示画像ｈ１～ｈ５とグラフ情報Ｅ１、Ｅ２、Ｅ１、Ｅ２を観察する
ことにより、検者は、各検査日におけるＡＣの値が標準値（平均値、許容範囲）に対して
どの程度の大きさであるかを直感的に把握することができる。また、このような表示態様
によれば、ＡＣの値の経時的変化や、計測部位の形態やサイズの経時的変化を直感的に把
握することが可能である。
【０１３２】
〔第３の表示態様〕
　第３の表示態様では、比較的多数の医用画像を一度に表示させる場合の表示態様につい
て説明する。図１１は、８つの医用画像Ｊ１～Ｊ８を一度に表示させる場合の表示態様の
一例を表している。医用画像Ｊ１～Ｊ８は、８つの異なる日時に取得されたものである。
なお、符号８１Ａは、表示部８１のスクリーンを表している。
【０１３３】
　スクリーン８１Ａには、２つの座標系Ｋ１、Ｋ２が上下に並んで表示される。各座標系
Ｋ１、Ｋ２の横軸は胎児週数を表している。また、縦軸は、たとえば胎児の頭部の垂直方
向の長さを表している。
【０１３４】
　各座標系Ｋ１、Ｋ２が定義する平面上には、第１の表示形態と同様の平均値グラフ（破
線）と許容範囲グラフ（点線）とが表示されている。座標系Ｋ１が定義する平面上には、
胎児週数が第３５週までの間に取得された５つの医用画像Ｊ１～Ｊ５が並んで表示されて
いる。また、座標系Ｋ２が定義する平面上には、第３５週以降に取得された３つの医用画
像Ｊ６～Ｊ８が表示されている。
【０１３５】
　この第３の表示態様によれば、一度に表示させる医用画像が多数あっても、計測値の経
時的変化や形態の経時的変化を直感的に把握可能に表示することができる。
【０１３６】
［作用・効果］
　この実施形態に係る超音波診断装置１の作用と効果について説明する。
【０１３７】
　超音波診断装置１は、被検体内の形態を反映するデータを検出し、このデータに基づい
て医用画像の画像データを生成する。特に、経過診断を行う場合には、複数の異なる日時
のそれぞれにおいて、同じ被検体内の部位を含む医用画像の画像データを取得する。検者
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は、被検体の当該部位（計測対象部位）を表す関心領域を各医用画像上に指定する。この
ように取得された複数の医用画像の画像データは、医用画像データベース１００に保管さ
れる。
【０１３８】
　更に、超音波診断装置１は、複数の医用画像の画像データを医用画像データベース１０
０から取得し、これら複数の医用画像の表示スケールを一致させるとともに、表示スケー
ルが一致された複数の医用画像を時系列に沿って並べて表示するように作用する。
【０１３９】
　このように作用する超音波診断装置１によれば、検者は、表示スケールが一致され、か
つ、時系列に並べて表示された複数の医用画像を観察することにより、計測対象部位（関
心領域）のサイズや形態の経時的な変化を直感的に把握することが可能である。
【０１４０】
　また、超音波診断装置１は、複数の医用画像の表示方向を一致させて表示することがで
きるので、検者は、被検体内の部位のサイズや形態の経時的な変化を容易に把握すること
が可能である。更に、超音波診断装置１は、被検体内の部位のサイズの計測位置や、当該
部位（計測対象部位）に対して指定された関心領域の形状に基づいて複数の医用画像の表
示方向を一致させることができるので、検者は、被検体内の部位のサイズや形態の経時的
変化を容易に把握することができる。
【０１４１】
　また、超音波診断装置１は、関心領域のサイズの標準値を表す標準サイズ画像を複数の
医用画像とともにするように構成されている。この標準サイズ情報としては、特に、時系
列に沿った当該サイズの変化を表すグラフ情報が表示される。このグラフ情報としては、
当該サイズの平均値を表す平均値グラフや、当該サイズの許容範囲を表す許容範囲グラフ
などを表示するようになっている。
【０１４２】
　それにより、検者は、各医用画像の関心領域のサイズと、当該サイズの標準値（平均値
や許容範囲）とを比較することができるので、被検体内の部位のサイズや形態の経時的な
変化を直感的に把握することが可能である。
【０１４３】
　また、超音波診断装置１は、複数の医用画像のそれぞれについて計測されたサイズを呈
示する計測値呈示画像を、複数の医用画像とともに時系列に沿って並べて表示するように
構成されている。この計測値呈示画像は、特に、計測対象が直線的な距離以外であるとき
に表示される。
【０１４４】
　それにより、検者は、同時に表示される複数の医用画像と計測値呈示画像とを比較する
ことができ、計測値の経時的変化や、計測部位の形態やサイズの経時的変化を直感的に把
握することが可能である。更に、上記の標準サイズ画像を同時に表示させることにより、
サイズの計測値が標準値（平均値、許容範囲）に対してどの程度の大きさであるかを直感
的に把握することができる。
【０１４５】
　また、超音波診断装置１は、複数の医用画像のそれぞれから関心領域に相当する部分画
像を抽出し、その部分画像を医用画像から切り出して表示することができる。したがって
、検者は、医用画像中の観察したい部位のみを容易に比較することができる。それにより
、検者は、被検体内のサイズや形態の経時的な変化の直感的把握を促進することが可能で
ある。
【０１４６】
［医用画像表示装置について］
　この発明に係る医用画像表示装置は、複数の異なる日時のそれぞれにおいて取得され、
被検体内を表す関心領域がそれぞれ指定された医用画像の画像データを記憶する記憶手段
と、表示手段と、指定された関心領域をそれぞれ含む複数の医用画像の表示スケールを一
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致させ、表示スケールが一致された複数の医用画像を時系列に沿って並べて表示手段に表
示させる制御手段とを備えている。
【０１４７】
　この医用画像表示装置は、たとえば上記の超音波診断装置１における記憶部７、ユーザ
インターフェイス８及び制御部９を含んだ装置として構成することができる。このとき、
記憶部７が「記憶手段」の一例として機能し、ユーザインターフェイス８の表示部８１が
「表示手段」の一例として機能し、制御部９が「制御手段」の一例として機能することと
なる。
【０１４８】
　この医用画像表示装置は、任意の医用画像処理装置や医用画像データベースなどから医
用画像の画像データを受け付けて上記の処理を実行する。この医用画像表示装置の構成は
、たとえば読影用の表示装置（読影ビューア）などに適用することが可能である。
【０１４９】
　このような医用画像表示装置によれば、検者は、上記の超音波診断装置１と同様に、被
検体内の部位のサイズや形態の経時的な変化を直感的に把握することが可能である。
【０１５０】
［プログラムについて］
　この発明に係るプログラムは、複数の異なる日時のそれぞれにおいて取得され、被検体
内を表す関心領域がそれぞれ指定された医用画像の画像データを記憶する記憶手段と、表
示手段とを備えるコンピュータを制御するプログラムであり、指定された関心領域をそれ
ぞれ含む複数の医用画像の表示スケールを一致させ、表示スケールが一致された複数の医
用画像を時系列に沿って並べて表示手段に表示させる制御手段として当該コンピュータを
機能させるものである。
【０１５１】
　このプログラムは、医用画像処理装置や医用画像表示装置等の装置を構成するコンピュ
ータにインストールされて、当該装置に上記の機能、すなわち制御手段としての機能を実
現する。
【０１５２】
　このプログラムは、ＬＡＮ等の通信回線上のサーバに格納されていてもよい。その場合
、このサーバのクライアントとして構築されたコンピュータは、上記の通信回線を通じて
プログラムを取得して上記の動作を実行することができる。
【０１５３】
　このようなプログラムによれば、検者は、上記の超音波診断装置１と同様に、被検体内
の部位のサイズや形態の経時的な変化を直感的に把握することが可能である。
【０１５４】
［変形例］
　以上において説明した実施形態は、この発明を好適に実施するための構成の具体例に過
ぎない。したがって、この発明の要旨の範囲内における任意の変形を適宜に施すことが可
能である。
【０１５５】
　なお、以下においては、上記の実施形態の超音波診断装置１の変形例を説明するが、こ
の発明に係る任意の医用画像診断装置、医用画像表示装置及びプログラムについても同様
の変形を施すことが可能である。
【０１５６】
　経過診断に供される複数の医用画像のうちの２つ以上の医用画像を選択して表示させる
ことが可能である。たとえば、複数の検査日時のうちから所望の検査日時を選択的に指定
可能に構成し、選択された検査日時の医用画像の表示サイズを一致させ、時系列に沿って
並べて表示させることができる。このとき、表示させる医用画像の表示方向を一致させる
ことが望ましい。また、医用画像とともに標準サイズ画像を表示させることもできる。ま
た、関心領域に相当する部分画像を抽出して表示させることも可能である。
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【０１５７】
　また、現に表示されている複数の医用画像のうちの所望の医用画像を指定したことに対
応し、指定された医用画像のみを時系列に沿って並べて表示させることもできる。この場
合にも、指定された医用画像の表示方向を一致させたり、標準サイズ画像を表示させたり
、関心領域に相当する部分画像のみを表示させたりすることが可能である。また、指定さ
れた医用画像を拡大表示させることもできる。
【０１５８】
　上記の実施形態では、関心領域のサイズの計測位置や関心領域の形状に基づいて医用画
像の表示方向を一致させているが、表示方向を一致させる手法はこれに限定されるもので
はない。
【０１５９】
　たとえば、各医用画像を解析して特徴部位を抽出し、この特徴点の位置や向きに基づい
て医用画像の表示方向を一致させるように構成できる。その具体例を説明する。医用画像
は心臓を撮影したものとする。各医用画像から心尖部及び心基部を特徴部位として抽出す
る。心尖部と心基部とを結ぶ方向は、心臓の長手方向となっている。この長手方向を一致
させるようにして複数の医用画像の表示方向を調整することができる。
【０１６０】
　上記の実施形態では、被検体内を表す関心領域を検者が手作業で医用画像上に指定する
ようになっているが、この発明に係る指定手段は、関心領域を自動的に指定するものであ
ってもよい。その一例として、指定手段は、医用画像の画像データを解析し、公知のパタ
ーンマッチング技術などを用いて被検体内の所定部位に相当する画像領域を特定し、特定
された画像領域を関心領域として指定することが可能である。
【０１６１】
　上記の実施形態では、胎児の発育状態の経過診断に好適な構成について説明したが、こ
の発明に係る構成は、たとえば、被検体内の腫瘍のサイズの経時的変化を把握するなどの
用途に適用することも可能である。
【０１６２】
　また、この発明に係る構成は、被検体内の機能的情報を計測する場合についても適用可
能である。たとえば機能的情報として血流速度を計測する場合においては、心臓や血管等
の循環系の形態画像とともに、血流速度の計測値の経時的変化を表示させることができる
。なお、機能的情報の計測値は、たとえば上記実施形態の第２の表示態様で説明した手法
で表示させることができる。
【０１６３】
　また、この発明に係る構成は、ｆＭＲＩ（Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　Ｍａｇｎｅｔｉｃ　
Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ　Ｉｍａｇｉｎｇ）装置により取得される脳内の機能的情報や、核医
学診断装置により取得される癌の転移状態などにも適用することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１６４】
【図１】この発明に係る医用画像診断装置（超音波診断装置）の好適な実施の形態の全体
構成の一例を表す概略ブロック図である。
【図２】この発明に係る医用画像診断装置（超音波診断装置）の好適な実施の形態の制御
系の構成の一例を表す概略ブロック図である。
【図３】この発明に係る医用画像診断装置（超音波診断装置）の好適な実施の形態におけ
る超音波のスキャン態様の一例を説明するための概略説明図である。
【図４】この発明に係る医用画像診断装置（超音波診断装置）の好適な実施の形態による
医用画像の表示方向を調整する処理を説明するための概略説明図である。
【図５】この発明に係る医用画像診断装置（超音波診断装置）の好適な実施の形態による
医用画像の表示方向を調整する処理を説明するための概略説明図である。
【図６】この発明に係る医用画像診断装置（超音波診断装置）の好適な実施の形態による
医用画像の表示方向を調整する処理を説明するための概略説明図である。
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【図７】この発明に係る医用画像診断装置（超音波診断装置）の好適な実施の形態による
医用画像の表示方向を調整する処理を説明するための概略説明図である。
【図８】この発明に係る医用画像診断装置（超音波診断装置）の好適な実施の形態の使用
形態の一例を表すフローチャートである。
【図９】この発明に係る医用画像診断装置（超音波診断装置）の好適な実施の形態の使用
形態により表示される情報の一例を説明するための概略説明図である。
【図１０】この発明に係る医用画像診断装置（超音波診断装置）の好適な実施の形態の使
用形態により表示される情報の一例を説明するための概略説明図である。
【図１１】この発明に係る医用画像診断装置（超音波診断装置）の好適な実施の形態の使
用形態により表示される情報の一例を説明するための概略説明図である。
【図１２】従来における胎児のＢＰＤ（児頭大横径）のトレンドグラフの表示態様を表す
図である。
【符号の説明】
【０１６５】
１　超音波診断装置（医用画像診断装置）
２　超音波プローブ
３　送受信部
４　信号処理部
　４１　Ｂモード処理部
　４２　ドプラ処理部
　４３　ＣＦＭ処理部
５　画像処理部
　５１　ボリュームデータ生成部
　５２　ＭＰＲ処理部
６　演算処理部
　６１　計測処理部
７　記憶部
　７１　プログラム
　７２　標準値情報
　７３　画像フォルダ
８　ユーザインターフェイス
　８１　表示部
　　８１Ａ　スクリーン
　８２　操作部
９　制御部
　９０　主制御部
　９１　表示スケール調整部
　９２　表示方向調整部
　９３　関心領域抽出部
　９４　表示制御部
　９５　データ通信部
１００　医用画像データベース
Ｇ１～ＧＮ（Ｇ１～Ｇ５）、Ｈ１～Ｈ５、Ｊ１～Ｊ８　医用画像
Ｃ、Ｅ　原点グラフ
Ｃ１、Ｃ２、Ｅ１、Ｅ２　平均値グラフ
Ｄ１、Ｄ２、Ｆ１、Ｆ２　許容範囲グラフ
ｈ１～ｈ５　計測値呈示画像
Ｋ１、Ｋ２　座標系
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用图像的显示比例的时间序列指定，在显示单元81侧匹配令。 点域1
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